
第２号様式（第２条関係）（Ａ４） 

（１枚目） 

防 火 対 象 物 点 検 票 

点   検   項   目 
点  検  結  果 状況及び措置内容 

点検時の点検項目の状況 

及び点検の際措置した内容 判 定 不 備 内 容 

火 

を 

使 

用 

す 

る 

設 

備 

等 

の 

位 

置
、
構 

造 

及 
び 

管 

理 

炉 □ 適   
□ 否 

ふ ろ が ま □ 適   
□ 否 

温 風 暖 房 機 □ 適   
□ 否 

厨
ちゅう

房 設 備  
□ 適   
□ 否 

ボ イ ラ ー □ 適   
□ 否 

ス ト ー ブ □ 適   
□ 否 

壁 付 暖 炉 □ 適   
□ 否 

乾 燥 設 備 □ 適   
□ 否 

簡 易 サ ウ ナ 設 備 □ 適   
□ 否 

一 般 サ ウ ナ 設 備 □ 適   
□ 否 

簡 易 湯 沸 設 備 □ 適   
□ 否 

給 湯 湯 沸 設 備 □ 適   
□ 否 

燃 料 電 池 発 電 設 備 □ 適   
□ 否 

煙 突 及 び 煙 道 □ 適   
□ 否 

掘 り ご た つ 及 び い ろ り □ 適   
□ 否 

ヒ ー ト ポ ン プ 冷 暖 房 機 □ 適   
□ 否 

火 花 を 生 ず る 設 備 □ 適   
□ 否 

放 電 加 工 機 □ 適   
□ 否 

変 電 設 備 □ 適   
□ 否 

急 速 充 電 設 備 □ 適   
□ 否 

内燃機関を原動力とする発電設備 □ 適   
□ 否 

蓄 電 池 設 備 □ 適   
□ 否 

ネ オ ン 管 灯 設 備 □ 適   
□ 否 

舞 台 装 置 等 の 電 気 設 備 □ 適   
□ 否 

避 雷 設 備 □ 適   
□ 否 

水素ガスを充てんする気球等 □ 適   
□ 否 

 

点 検 項 目 点  検  結  果 状況及び措置内容 
点検時の点検項目の状況 

及び点検の際措置した内容 火を使 

用する 

設備等 

の位置、

構造及 

び管理 

大阪市火災予防条例第18条の2が適用

される火を使用する設備等 
判 定 不 備 内 容 

 

□ 適 

  

□ 否 

注 １ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレを記入し、不備のある場合は「否」の□にレを記入するとともに、

不備内容の欄にその内容を記入すること 

２ 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること 



（２枚目） 

点  検  項  目 
点  検  結  果 

状況及び措置内容 
点検時の点検項目の状況 

及び点検の際措置した内容 
判 定 不 備 内 容 

火を使 

用する 

器具等 

の取扱 

い 

液 体 燃 料 を 使 用 す る 器 具 □ 適 

 
  

□ 否 

固 体 燃 料 を 使 用 す る 器 具 □ 適   
□ 否 

気 体 燃 料 を 使 用 す る 器 具 □ 適   
□ 否 

電 気 を 熱 源 と す る 器 具 □ 適   
□ 否 

使 用 に 際 し 火 災 の 発 生 の 
お そ れ の あ る 器 具 

□ 適   
□ 否 

 

点  検  項  目 点  検  結  果 状況及び措置内容 
点検時の点検項目の状況 

及び点検の際措置した内容 
火を使 

用する 

器具等 

の取扱 

い 

大阪市火災予防条例第23条の2が適用

される火を使用する器具等 
判 定 不 備 内 容 

 

□ 適 

  

□ 否 

 

点  検  項  目 
点  検  結  果 

状況及び措置内容 
点検時の点検項目の状況 

及び点検の際措置した内容 
判 定 不 備 内 容 

火を使 

用に関 

する制 

限等 

喫 煙 等 □ 適 

 
  

□ 否 

が ん 具 用 煙 火 □ 適   
□ 否 

化 学 実 験 室 等 □ 適   
□ 否 

作 業 中 の 防 火 管 理 □ 適   
□ 否 

 

点  検  項  目 
点  検  結  果 

状況及び措置内容 
点検時の点検項目の状況 

及び点検の際措置した内容 判 定 不 備 内 容 

指定数 

量未満 

の危険 

物等の 

貯蔵及 

び取扱 

い 

指 定 数 量 未 満 の 危 険 物 
□ 適 

  
□ 否 

指 定 可 燃 物 等 
□ 適 

  
□ 否 

少 量 動 植 物 油 類 
□ 適 

  
□ 否 

 

点  検  項  目 点  検  結  果 状況及び措置内容 
点検時の点検項目の状況 

及び点検の際措置した内容 指定数 

量未満 

の危険 

物等の 

貯蔵及 

び取扱 

い 

大阪市火災予防条例第36条の3が適用

される指定数量未満の危険物等 
判 定 不 備 内 容 

 

□ 適 

  

□ 否 

注 １ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレを記入し、不備のある場合は「否」の□にレを記入するとともに、

不備内容の欄にその内容を記入すること 

２ 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること 



（３枚目） 

点 検 項 目 

消防法第 

17条の 2 

の5第1項 

の 適 用 

消防法第 

17条の 3 

第１項の 

適 用 

点  検  結  果 状況及び措置内容 
点検時の点検項目の状況 

及び点検の際措置した内容 判 定 不 備 内 容 

消 
 

防 
 

用 
 

設 
 

備 
 

等 

消 火 器 ― ― 
□ 適 

  
□ 否 

屋内消火栓設備 
□ 有 □ 有 □ 適 

  
□ 無 □ 無 □ 否 

スプリンクラー設備 
□ 有 □ 有 □ 適 

  
□ 無 □ 無 □ 否 

水噴霧消火設備等 
□ 有 □ 有 □ 適 

  
□ 無 □ 無 □ 否 

自動火災報知設備 
□ 有 □ 有 □ 適 

  
□ 無 □ 無 □ 否 

避 難 器 具 ― ― 
□ 適 

  
□ 否 

誘 導 灯 ― ― 
□ 適 

  
□ 否 

連 結 送 水 管 
□ 有 □ 有 □ 適 

  
□ 無 □ 無 □ 否 

 

点  検  項  目 点  検  結  果 状況及び措置内容 
点検時の点検項目の状況 

及び点検の際措置した内容 消
防
用
設
備
等 

大阪市火災予防条例第46条の2が適用

される消防の用に供する設備等 
判 定 不 備 内 容 

 

□ 適 

  

□ 否 

 

点  検  項  目 点  検  結  果 状況及び措置内容 
点検時の点検項目の状況 

及び点検の際措置した内容 消
防
用
設
備
等 

大阪市火災予防条例第47条が適用され

る消防用設備等 
判 定 不 備 内 容 

 

□ 適 

  

□ 否 

注 １ 消防法第17条の２の５第１項の適用の欄及び消防法第17条の３第１項の適用の欄は、規定が適用される場合は

「有」の□にレを記入し、適用されない場合は「無」の□にレを記入すること 

２ 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレを記入し、不備のある場合は「否」の□にレを記入するとともに、

不備内容の欄にその内容を記入すること 

３ 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること 

 


